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金融機関の担当者が直面しがちな、相続相談や手続きに関する諸問題…その

上手な対処法を様々な法制などの根拠とともに解説します！

銀行員は
これだけ

やるべき！ 相続相続相談＆手続きの勘所

担当者として
どこまで
できる？

命
保
険
は
、
相
続
税
納
税
や
代

償
金
等
の
準
備
と
し
て
だ
け
で

な
く
、
相
続
税
の
節
税
効
果
や
遺
産
分

割
を
円
滑
に
行
う
効
果
が
あ
り
ま
す
。

　

相
続
や
遺
贈
に
よ
り
財
産
を
取
得
し

た
人
は
、
所
定
の
相
続
税
額
を
相
続
発

生
か
ら
10
ヵ
月
以
内
に
、
原
則
金
銭
で

一
括
納
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

相
続
財
産
に
相
続
税
を
支
払
う
の
に

充
分
な
預
貯
金
等
が
あ
れ
ば
問
題
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
遺
産
の
多
く
が
不
動
産

で
あ
る
場
合
等
は
、
納
税
の
た
め
の
金

銭
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
不
動
産
を
１
人
の
相
続
人
が
単

独
で
相
続
し
、
代
わ
り
に
金
銭
を
他
の

相
続
人
に
支
払
う
「
代
償
分
割
」
に
お

い
て
も
、
不
動
産
を
取
得
す
る
相
続
人

が
代
償
金
に
相
当
す
る
金
銭
を
準
備
し

て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
際
、
相
続
税
や
代
償
金
の

準
備
と
し
て
活
用
で
き
る
の
が
生
命
保

険
で
す
。
中
で
も
"
終
身
保
険
タ
イ

生

プ
"
は
必
要
な
資
金
を
準
備
す
る
の
に

適
し
て
い
ま
す
。
終
身
保
険
は
保
険
契

約
締
結
後
、
死
亡
時
に
よ
ほ
ど
の
こ
と

が
な
い
限
り
一
定
の
保
険
金
が
受
け
取

れ
る
た
め
で
す
。

　

一
方
、"
定
期
保
険
タ
イ
プ
"
は
、

資
金
準
備
に
は
向
い
て
い
ま
せ
ん
。
終

身
保
険
と
比
較
す
る
と
保
険
料
は
安
く

な
り
ま
す
が
、
保
険
期
間
満
了
後
に
死

亡
し
た
場
合
は
保
険
金
を
受
け
取
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
期
間
満
了
後
に
改

め
て
保
険
に
加
入
す
る
等
の
対
策
が
別

途
必
要
に
な
り
ま
す
。

相
続
税
の
節
税
や 

遺
産
分
割
対
策
に
有
効

　

受
け
取
っ
た
生
命
保
険
金
は
、
相
続

税
を
軽
減
す
る
効
果
も
あ
り
ま
す
。
相

続
人
が
受
け
取
っ
た
死
亡
保
険
金
の
う

ち
、「
５
０
０
万
円
×
法
定
相
続
人
の

数
」
ま
で
は
相
続
税
が
課
税
さ
れ
ま
せ

ん
。

　

例
え
ば
相
続
人
が
配
偶
者
と
子
２
人

の
合
計
３
人
で
あ
る
場
合
、
死
亡
保
険

金
の
う
ち
１
５
０
０
万
円
ま
で
相
続
税

が
か
か
り
ま
せ
ん
。
被
相
続
人
を
被
保

険
者
と
す
る
生
命
保
険
に
入
っ
て
い
な

け
れ
ば
、
保
険
料
を
一
時
払
い
で
１
５

０
０
万
円
を
支
払
い
、
死
亡
保
障
１
５

０
０
万
円
の
終
身
保
険
に
加
入
す
れ

ば
、
預
貯
金
の
う
ち
の
１
５
０
０
万
円

を
課
税
対
象
外
に
で
き
ま
す
。

　

ま
た
生
命
保
険
は
、
遺
産
分
割
ト
ラ

ブ
ル
を
防
ぐ
効
果
が
あ
り
ま
す
。

　

遺
言
書
が
な
い
場
合
、
相
続
人
全
員

の
話
し
合
い
で
遺
産
分
割
を
行
い
ま

す
。
そ
の
点
、
死
亡
保
険
金
は
保
険
契

約
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
受
取
人
が
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
遺
産

分
割
の
対
象
と
な
る
相
続
財
産
に
含
ま

れ
ず
（
死
亡
保
険
金
は
財
産
的
価
値
が

あ
る
た
め
、
相
続
財
産
と
み
な
さ
れ
て

相
続
税
が
課
せ
ら
れ
る
）
に
、
死
亡
保

険
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

生
命
保
険
を
活
用
し
た

相
続
対
策
の
質
問
を
受
け
た
…
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法・税・財の知識を活かす
実践・重要実務

ここまで

　やるべき
！

　

遺
産
分
割
協
議
に
は
相
当
の
時
間
が

か
か
り
ま
す
が
、
死
亡
保
険
金
の
受
取

り
は
数
日
を
要
す
る
の
み
で
す
。

３
者
を
だ
れ
に
設
定
す
る
か
で 

税
金
の
種
類
が
異
な
る

　

生
命
保
険
契
約
に
は
、
①
被
保
険
者

②
保
険
料
負
担
者
（
=
保
険
契
約
者
）

③
保
険
金
受
取
人
の
３
者
が
存
在
し
ま

す
。
そ
の
３
者
を
だ
れ
に
設
定
す
る
か

に
よ
っ
て
、
課
さ
れ
る
税
金
の
種
類
が

異
な
り
ま
す
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

　

被
相
続
人
が
被
保
険
者
で
あ
る
と
い

う
前
提
で
ま
と
め
て
み
ま
し
た
（
図
表

２
）。
ど
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
て
も
、

　

次
に
、
保
険
料
負
担
者
と
保
険
金
受

取
人
が
被
相
続
人
以
外
の
者
で
同
一
人

物
で
な
い
（
Ａ
、
Ｂ
）
で
あ
る
場
合

は
、
死
亡
保
険
金
は
保
険
料
負
担
者
Ｂ

か
ら
保
険
金
受
取
人
Ａ
へ
の
贈
与
と
し

て
取
り
扱
わ
れ
、
Ａ
に
対
し
贈
与
税
が

課
税
さ
れ
ま
す
。
贈
与
税
の
税
率
は
高

く
な
る
た
め
お
勧
め
で
き
ま
せ
ん
。

　

最
後
は
、
被
相
続
人
が
保
険
料
を
負

担
し
て
い
る
ケ
ー
ス
で
す
。
こ
の
場

合
、
被
相
続
人
か
ら
死
亡
保
険
金
を
相

続
に
よ
り
取
得
し
た
と
み
な
さ
れ
、
相

続
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。
被
相
続
人
に

保
険
料
を
支
払
う
だ
け
の
預
貯
金
が
あ

れ
ば
、
お
勧
め
で
き
る
提
案
で
す
。

被
相
続
人
の
死
亡
に
よ
り
相
続
人
Ａ
は

保
険
金
を
手
に
し
ま
す
か
ら
、
相
続
税

の
納
税
等
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
た
だ
し
受
け
取
っ
た
保
険
金
に
対

し
て
課
税
さ
れ
る
税
金
が
違
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
保
険
料
負
担
者
と
保
険
金
受

取
人
が
被
相
続
人
以
外
の
者
で
同
一
人

物
（
=
Ａ
）
の
場
合
、
も
と
も
と
自
分

の
財
産
（
保
険
金
受
給
権
）
を
被
相
続

人
の
死
亡
に
よ
っ
て
、
保
険
金
と
い
う

形
で
取
得
し
、
Ａ
に
対
し
一
時
所
得
と

し
て
所
得
税
・
住
民
税
の
課
税
対
象
と

な
り
ま
す
。
被
相
続
人
に
保
険
料
を
負

担
す
る
資
金
が
不
足
し
て
い
る
場
合

は
、
検
討
の
余
地
が
あ
り
ま
す
。

	 相続税の納税資金準備には、死亡時に一定の保険金が受け取れる終身保険
タイプが適している。定期保険タイプは保険期間満了後に死亡した場合は
保険金を受け取れないため適していないことを覚えておこう

	 被保険者、保険料負担者、保険金受取人を、だれに設定するかによって、
課される税金の種類が異なる。お客様の意向をヒアリングしつつ、どんな
税金がかかるのかアドバイスしよう

図表１　 納税資金準備における 
生命保険のタイプ

図表２　死亡保険金の課税
 ※被相続人が被保険者であることを前提

保険料
負担者

保険金等
受取人 課税関係 課税上のポイント

Ａ Ａ 所得税 一時所得＝（保険金－
保険料－ 50 万円）

Ｂ Ａ 贈与税
（保険金－非課税枠 110
万円）
※暦年課税の場合

被相続人 Ａ 相続税
相続税の非課税枠
500 万円×法定相続人
の数

金額

2,000万円

1,900万円

50歳 60歳
年齢

一生保障

既払保険料

既払保険料

金額

2,000万円

17万円／年

50歳 60歳
年齢

保険期間内の保障

①終身保険タイプ
　被保険者・契約者　　　被相続人
　受取人　　　　　　　　特定の相続人
　死亡保険金　　　　　　2,000万円
　加入年齢　　　　　　　50歳
　一時払い保険料　　　　1,900万円

②定期保険タイプ
　被保険者・契約者　　　被相続人
　受取人　　　　　　　　特定の相続人
　死亡保険金　　　　　　2,000万円
　加入年齢　　　　　　　50歳
　保険期間満了年齢　　　60歳（保険期間10年）
　保険料年額　　　　　　17万円


